
- 10 -

三

同
意
自
発
雇
用
創
造
地
域
に
お
け
る
支
援
措
置

同
意
自
発
雇
用
創
造
地
域
に
お
い
て
、
地
域
雇
用
開
発
を
促
進
す
る
た
め
、
地
域
雇
用
創
造
協
議
会
か
ら
の
提
案
に

(一)
よ
り
当
該
協
議
会
等
に
委
託
し
て
実
施
す
る
事
業
（
以
下
「
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ

る
事
業
と
す
る
こ
と
。

イ

同
意
自
発
雇
用
創
造
地
域
の
事
業
主
で
あ
っ
て
新
た
な
事
業
の
分
野
へ
の
進
出
等
に
伴
い
当
該
同
意
自
発
雇
用
創

造
地
域
に
居
住
す
る
求
職
者
を
雇
い
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
の
相
談
に
応
じ
、
助
言
、
指
導
等
を
行
う
事
業

ロ

同
意
自
発
雇
用
創
造
地
域
に
居
住
す
る
求
職
者
又
は
当
該
同
意
自
発
雇
用
創
造
地
域
に
所
在
す
る
事
業
所
の
内
定

者
に
対
し
て
、
就
職
等
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
講
習
等
を
行
う
事
業

ハ

同
意
自
発
雇
用
創
造
地
域
に
所
在
す
る
事
業
所
の
事
業
の
概
要
、
求
人
等
に
関
す
る
情
報
を
収
集
、
提
供
し
、
及

び
求
職
者
等
の
相
談
に
応
じ
、
助
言
、
指
導
等
を
行
う
事
業

ニ

そ
の
他
、
同
意
自
発
雇
用
創
造
地
域
に
お
け
る
雇
用
の
創
造
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
事
業

地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
を
委
託
で
き
る
地
域
雇
用
創
造
協
議
会
以
外
の
団
体
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

(二)
の
と
す
る
こ
と
。
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イ

地
域
雇
用
創
造
協
議
会
を
構
成
す
る
法
人
で
あ
る
こ
と
。

ロ

地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
職
員
の
配
置
等
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

そ
の
他
、
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

そ
の
他
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
の
委
託
契
約
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

(三)
四

そ
の
他

地
域
中
小
企
業
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
中
小
企
業
者
が
、
当
該
地
域
中
小
企
業
団
体
を
し
て
労
働
者
の
募
集
を
行
わ

(一)
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

地
域
雇
用
創
造
計
画
の
同
意
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
（
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
こ
と
を
除
く
。
）

(二)
等
を
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
。

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

(三)

第
三

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

地
域
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
の
改
正

地
域
雇
用
開
発
促
進
助
成
金
を
廃
止
し
、
地
域
雇
用
開
発
助
成
金
と
し
て
、
雇
用
開
発
奨
励
金
、
中
核
人
材
活
用
奨

(一)
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励
金
等
を
創
設
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

雇
用
開
発
奨
励
金
に
つ
い
て
、
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
に
事
業
所
を
設
置
整
備
し
て
当
該
同
意
雇
用
開
発
促
進
地

(二)
域
に
居
住
す
る
求
職
者
を
雇
い
入
れ
る
事
業
主
に
対
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
過
疎
雇
用
改
善
地
域
を

過
疎
等
雇
用
改
善
地
域
に
改
め
、
地
理
的
条
件
に
よ
り
雇
用
機
会
が
著
し
く
不
足
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
域
を
対
象
に

加
え
る
こ
と
。

中
核
人
材
活
用
奨
励
金
に
つ
い
て
、
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
に
所
在
す
る
事
業
所
に
中
核
人
材
労
働
者
を
受
け
入

(三)
れ
、
か
つ
、
当
該
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
に
居
住
す
る
求
職
者
を
雇
い
入
れ
る
事
業
主
に
対
し
て
、
中
核
人
材
労
働

者
五
人
ま
で
に
つ
い
て
、
一
人
に
つ
き
百
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
四
十
万
円
）
支
給
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

二

キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進
助
成
金
制
度
の
改
正

地
域
人
材
高
度
化
能
力
開
発
助
成
金
を
廃
止
し
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進
助
成
金
と
し
て
、
地
域
雇
用
開
発
能
力
開
発

(一)
助
成
金
を
創
設
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

地
域
雇
用
開
発
能
力
開
発
助
成
金
に
つ
い
て
、
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
に
事
業
所
を
設
置
整
備
し
て
当
該
同
意
雇

(二)
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当
該
事
業
所
の
労
働
組
合
等
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
た
事
業

用
開
発
促
進
地
域
に
居
住
す
る
求
職
者
を
雇
い
入
れ
、

る
事
業
主

内
職
業
能
力
開
発
計
画
に
基
づ
き
作
成
し
た
年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
に
基
づ
き
職
業
訓
練
等
を
受
け
さ
せ

当
該
職
業
訓
練
の
運
営
に
要
し
た
経
費
等
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額

等
に
対
し
、

支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
三
分
の
一
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
二
分
の
一
）
の
額
を

三

地
域
求
職
活
動
援
助
事
業
の
廃
止
及
び
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
の
創
設

地
域
求
職
活
動
援
助
事
業
を
廃
止
し
、
地
域
雇
用
創
造
推
進
事
業
を
創
設
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

そ
の
他

一

施
行
期
日

雇
用
対
策
法
及
び
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
八
月

こ
の
省
令
は
、

か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
二
、
三
及
び
五
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
十
月

四
日
）

一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


